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2「取組状況報告書」52ページ

（３）指定管理者制度における市内中小企業者の参画状況

ア 令和６年度までの取組

(ア) 指定管理者制度運用ガイドラインの適切な運用

「指定管理者制度運用ガイドライン」で、選定にあたり市内中小企業者等が指定管理者に応募し
た際には評価に加点するとともに、地域に密着した施設（地区センター等）については、施設の地
域特性への配慮や地域活性化への貢献等を評価する旨を定めるなど、地域の状況をよく知る市内団
体の参画機会の拡大を図りました。

(イ) 指定管理者制度への参画促進に向けた情報提供

横浜商工会議所及び特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会に御協力をいただき、それぞれの
ホームページへの指定管理者制度関連情報の掲載を行っています。

(ウ) 指定管理業務における市内中小企業者への優先発注の協力依頼

全指定管理者に対して、指定管理業務における修繕等の工事発注、物品や役務の調達にあたって、
市内中小企業者への優先発注について協力を依頼しています。



3「取組状況報告書」52ページ

イ 市内中小企業者の参画状況

指定管理者が指定されている964施設のうち、市内中小企業者が81施設（8.4％）、社会福祉法
人等の企業以外の市内その他団体（※１）が607施設（63.0％）となっています。



4「取組状況報告書」53ページ

ウ 指定管理者における市内中小企業者への発注状況

令和６年度は313件（59.3%）、約25億円（33.6%）となっています。

エ 参画機会増大に向けた今後の取組

引き続き、制度のＰＲや情報提供の充実を図るとともに、全ての指定管理者に対して、指定管理業務における市内
中小企業者への優先発注に努めるよう働きかけていきます。
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